
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」

が
出
産
し
た
と
き
に
、
届
出
を
行
う

と
出
産
前
後
の
一
定
期
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
免
除

が
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を

納
め
た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

▽
免
除
期
間　

出
産
予
定
日
か
出
産

日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か

月
間
（
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い

い
ま
す
）

※
多
胎
妊
娠
の
方
は
、
出
産
予
定
日

か
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月

前
か
ら
６
か
月
間

※
出
産
と
は
、妊
娠
85
日
（
４
か
月
）

以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す（
死
産
、

流
産
、
早
産
さ
れ
た
方
を
含
み
ま

す
）
。

▽
対
象　

産
前
産
後
期
間
に
「
国
民

年
金
第
１
号
被
保
険
者
」で
あ
り
、

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以

降
の
方

▽
届
出
時
期　

出
産
予
定
日
の
６
か

月
前
か
ら

※
出
産
後
で
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
届
出

で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物　

母
子
手
帳
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類
、
本
人

確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
な
ど
）、
年
金
手
帳
、
は
ん
こ

▽
届
出
・
問
合
せ　

保
険
年
金
課
年

金
係

　

男
性
と
女
性
が
、
職
場
で
、
学
校

で
、
地
域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
「
男

女
共
同
参
画
社
会
」
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
政
府
や
地
方
公
共
団
体
だ

け
で
な
く
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の

取
組
が
必
要
で
す
。
男
女
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

▽
２
０
２
０
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
「
そ
っ
か
。
い
い
人
生
は
、
い

い
時
間
の
使
い
方
な
ん
だ
。」
「
ワ

ク
ワ
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

▽
問
合
せ　

企
画
政
策
課

６
月
23
日
〜
29
日

男
女
共
同
参
画
週
間

凡
例
…
日
日
時
（
時
間
は
24
時
間
表

示
）
／
場
場
所
／
内
内
容
／
講
講
師

／
対
対
象
／
定
定
員
／
持
持
ち
物
／

費
費
用
／
締
締
切
り
／
他
そ
の
他
／

主
主
催
／
問
申
込
み
・
問
合
せ

内
年
間
数
百
万
リ
ッ
ト
ル
の
血
液
を

献
血
に
よ
り
確
保
し
な
け
れ
ば
、
輸

血
を
必
要
と
し
て
い
る
生
命
が
守
れ

な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
勇
気
と
愛
が
、
多
く
の
人
の
生
命

を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
一

人
で
も
多
く
の
方
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
／
日
６
月
29
日
㈪　

10

時
～
11
時
、
12
時
15
分
～
16
時
／
場

市
役
所
北
側
駐
車
場
（
防
災
セ
ン

タ
ー
西
側
）
／
対
16
歳
～
69
歳
（
65

歳
以
上
の
方
は
60
歳
以
降
に
献
血
の

経
験
が
必
要
）
／
持
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き

る
物
か
献
血
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
）

／
他
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
に
対
す
る
取
組
…
ス
タ
ッ
フ
の

健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
手
指
消
毒
を
徹
底

し
、
献
血
会
場
の
良
好
な
衛
生
環
境

を
保
持
。
ま
た
、
皆
さ
ん
に
献
血
会

場
で
は
体
温
測
定
、
手
指
消
毒
、
マ

ス
ク
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
／
問

東
京
都
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
事
業

課
（
☎
５
２
９
・
０
４
０
５
）

内
申
請
資
格
は
、
申
請
日
時
点
で
市

内
に
居
住
す
る
個
人
で
、
住
民
税
と

固
定
資
産
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

の
個
人
住
宅
の
改
修
工
事
な
ど
で
、

令
和
２
年
７
月
１
日
㈬
以
降
、
申
請

後
に
工
事
着
工
し
、
令
和
３
年
２
月

26
日
㈮
ま
で
に
完
了
報
告
書
を
提
出

で
き
る
工
事
（
申
込
み
順
）
※
市
が

実
施
す
る
助
成
金
・
補
助
金
制
度
と

重
複
利
用
不
可　

○
助
成
金
額
…
10

万
円
以
上
（
税
別
）
の
改
修
工
事
な

ど
で
、
見
積
額
（
税
別
）
か
工
事
完

了
後
の
支
払
額
（
税
別
）
の
い
ず
れ

か
少
な
い
額
の
５
㌫
で
、
１
世
帯
年

１
回
限
り
上
限
10
万
円
（
千
円
未
満

の
金
額
は
切
捨
て
）
を
助
成
／
他
詳

細
は
、
新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
参

照
す
る
か
要
問
合
せ
／
問
あ
き
る
野

商
工
会
（
☎
５
５
９
・
４
５
１
１
）

内
都
内
在
住
で
、
万
引
き
な
ど
の
犯

罪
行
為
を
し
て
し
ま
う
本
人
、家
族
、

関
係
者
の
方
な
ど
か
ら
相
談
を
受
け

付
け
、
適
切
な
支
援
機
関
の
紹
介
な

ど
を
行
い
ま
す
。
／
日
火
曜
～
土
曜

日　

９
時
～
17
時
（
祝
日
を
除
く
）

※
10
月
31
日
ま
で
／
他
詳
細
は
、
都

民
安
全
推
進
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参

照

献
血
の
お
知
ら
せ

一
人
ひ
と
り
の
愛
が
、

大
切
な
生
命
を
守
り
ま
す

あ
き
る
野
商
工
会

「
住
宅
改
修
工
事
等
助
成
事
業
」

無
料
電
話
相
談

「
犯
罪
お
悩
み
な
ん
で
も
相
談
」

☎
03
・
６
９
０
７
・
０
５
１
１

　樹木は大きく育ちます。その大木を見上げると、

天に伸びる枝葉に圧倒されることが度々あります。

大木になるまでに何十年または、百年以上も風雨に

耐えてきたことになります。

　長い年月、風雨に耐える大木を支えるのは、根が

重要だと思っています。広がる枝葉と違い、目に見

えない根の存在はあまり注目されませんが、とても

重要な役割を果たしています。根は地中に広がり、

成長に必要な養分や水分を吸収する役割と、樹体を

支える２つの役割を持った重要な器官です。

　そんな重要な器官であるがゆえに苗木を植える

際、根が地表に出ないように深く植えている現場を

目にすることが多くあります。木をいたわって植え

ていることは分かりますが、残念なことに多くの場

合、このような木は、あまり元気がないように見え

ます。原因として、根の酸素欠乏が考えられます。植物は、緑の葉で炭酸同化作

用（光合成）を行い、大気中の二酸化炭素から炭素を吸収し、酸素を放出するこ

とが知られています。また、枝葉や幹だけではなく根も生きている証として、酸

素を吸収し二酸化炭素を放出しています。

　街路樹のサクラ並木で歩道の舗装がでこぼこになるのは、サクラが育つ過程

で、根が空気を求めて地表近くで発達するために起きる現象です。また、街路樹

などの樹勢が弱くなる要因の一つは、人が木の周りを歩き回ることや車の通行で

地面の土が踏み固められることで、地中の根が呼吸できなくなることが挙げられ

ます。樹木に限らず植物は、自分で移動することができず、植えられたその場で

根を張り、生きて行かなければならない宿命があります。そこで、植樹するとき

には、根も酸素が必要だと考えながら、根と幹の境で浅く植えて、根が呼吸障害

を起こさないように心掛けてください。このとき、風雨などで倒れる心配がある

場合は、支柱などで支えてください。根が広がれば支柱の必要はなくなります。

（杉野）

森林レンジャーがゆく (100)

木を植える時木を植える時

　新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのないマスクの送り

付けにご注意ください。送付されるマスクには請求書や送り状が入っ

ていないこともあるようですが、注文していないのであれば、売買契

約は成立していませんので、お金を払ってはいけません。また、事業

者へ連絡する必要もありません。

　商品の送付があった日から事業者が引き取らずに14日間を経過し

たときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者によ

る商品の引き取りに応じる必要もありません。慌てて事業者に連絡し

たりせず、使用せずに保管し、14日間経過してから処分しましょう。

※政府が１住所当たり２枚ずつ配布する布製マスクは、お知らせ文と

一緒に透明の袋に包んで配布されます。

○あきる野市消費生活相談窓口
　契約に関するトラブルや悪質商法など、消費生活に関して困ったと

きは、一人で悩まずに気軽にご相談ください。電話でも相談にお答え

します。

●開設日時　毎週月曜・木曜日　午前９時～午後４時（正午～午後１

時を除く）

※予約の必要はありません。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、来所による相談はお控えください。

●場所　市役所１階市民相談室

※月曜・木曜日以外でお急ぎのときは、東京都消費生活総合センター

にご相談ください。

○東京都消費生活総合センター
●開設日時　毎週月曜～土曜日午前９時～午後５時（☎03・

３２３５・１１５５）

※多重債務相談も受付けています。

くらしの知恵袋くらしの知恵袋
マスクの送り付けに注意！

（3） 令和２年（2020年）６月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

（以下は広告枠です）

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
制
度
が
あ
り
ま
す

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

官
公
庁
な
ど

か
ら
の
お
知
ら
せ


